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 （趣旨） 

第１条 この規程は、国立大学法人東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所

（以下「研究所」という。）規程第７条第２項の規定に基づき、企画運営委員会(以

下｢委員会｣という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定める。 

 （組織） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 所長 

(2) 副所長 

 (3) 情報資源利用研究センター長 

 (4) フィールドサイエンス研究企画センター長 

 (5) 研究戦略策定委員会委員長 

 (6) 研究所教授会において選出された者３名 

 (7) その他所長が必要と認めた者 

  （任期） 

第３条 前条第６号及び第７号に掲げる委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただ

し、 引き続き４年を超えて在任することはできない。欠員を生じた場合の後任者の任

期は、 前任者の残任期間とする。 

 （検討事項） 

第４条 委員会は、次の各号に掲げる事項の企画・立案を行う。 

 (1) 将来計画に関する基本的事項 

 (2) 予算概算に関する事項 

 (3) 専任教員及びその他の職員の人事の方針に関する事項 

 (4) その他所長が必要と認める事項 

 （委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、所長をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは、第２条第２号に掲げる委員がその職務を代行する。 

 （会議） 

第６条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。 

２ 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによ

る。 

３ 委員会は、必要に応じ委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

 （庶務） 

第７条 委員会に関する庶務は、研究協力課において処理する。 

 （雑則） 



第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会がこ

れ を定める。 

   附 則 

 この規程は、平成９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１２年５月１７日から施行し、平成１２年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１４年５月１６日から施行し、平成１４年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成１６年１０月１４日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成１７年５月１２日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 


